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市川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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市川市条例第  号 

市川市手数料条例の一部を改正する条例 

市川市手数料条例（平成１１年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表消防法関係手数料の表中 

「                  「 

特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋

根を有する特定屋外貯蔵タン

クのうち規則で定めるものに

係る特定屋外タンク貯蔵所（次

項において「浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所」という。）及

び岩盤タンクに係る屋外タン

ク貯蔵所を除く。） 

を 

特定屋外タンク貯蔵所（浮き屋

根を有する特定屋外貯蔵タン

クのうち規則で定めるものに

係る特定屋外タンク貯蔵所（以

下「浮き屋根式特定屋外タンク

貯蔵所」という。）、浮き蓋付き

の特定屋外貯蔵タンクのうち

規則で定めるものに係る特定

屋外タンク貯蔵所（以下「浮き

蓋付特定屋外タンク貯蔵所」と

いう。）及び岩盤タンクに係る

屋外タンク貯蔵所を除く。） 

に、

」                                」 



 

「                  「 

浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所 を 

浮き屋根式特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所 

に

」                                」 

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、平成２４年４月１日以後の申請に係る手数料につ

いて適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

 



 

理  由 

 

危険物の規制に関する政令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令

の改正を踏まえ、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に対す

る審査に係る手数料の額を定める必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 


